
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（素案） 

神戸市福祉乗車制度のあり方検討会 

報 告 書 

平成 24 年 9 月 

神戸市福祉乗車制度のあり方検討会 



 

 

 

は じ め に 

 

福祉乗車制度は、昭和 43 年に市バス、市電を対象に制度が発足し、

その後、対象者及び対象交通機関の拡大など、数度にわたる制度の拡充

が図られており、現在、障害者の方をはじめ、母子世帯、生活保護世帯、

原爆被爆者、戦傷病者等、全市で約 9万人の方に利用されている。 

 

本制度は、対象者の方々の社会参加の促進と移動支援を行い、もって

福祉の増進に寄与することを目的として実施しているものであるが、制

度を維持していく上で、交付枚数の増加に伴う財政負担の増大、利用実

績の把握が困難な点及び他の移動支援施策との関係の整理などが問題

となっている。 

 

また、神戸市行財政改善懇談会においては、受益と負担の観点から事

業の見直しの必要性が指摘されており、福祉施策全体から制度や負担の

あり方を検討していくことが求められているところである。 

 

このような状況を受け、本検討会では、本制度の今後のあり方につい

て、専門的な見地及び市民の立場から幅広く検討を行った。神戸市にお

いては、本検討会の報告書を尊重し、より良い制度の構築に向けて引き

続き努力されることを望むものである。 

 

 

平成 24 年 9月 

 

神戸市福祉乗車制度のあり方検討会 

 

会 長  伊 多 波 良 雄 
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１ 福祉乗車制度について 

（１）制度の概要 

 ① 制度発足   昭和 43 年 5 月 1 日 

 ② 対 象 者   交付対象者が交付要件を重複して有する場合には、原則として

下記１～10 の優先順位にしたがって交付される。 

１．身体障害者（第 1 種または 1 級～4 級）※1 

２．知的障害者※1 

３．精神障害者※1 

４．原爆被爆者 

５．戦傷病者 

６．中国残留邦人等高齢者 

７．被保護高齢者 

８．母子世帯※2 

９．中国残留邦人等世帯※2 

10．被保護世帯※2 

※１ 上記１～３の方のうち、第１種身体障害者の方、知的障害者

の方、精神障害者１級の方については、介添人の方が同乗さ

れる場合に使用できる介護付乗車証を交付している。 

※２ 母子世帯、中国残留邦人等世帯、被保護世帯については世帯

に 1 枚交付。 

 ③ 目  的   社会参加の促進と移動支援 

 ④ 利用者負担  無 料 

 ⑤ 適用交通機関 市バス、市営地下鉄 

民間バス 

（神姫バス、山陽バス、神鉄バス、阪神バス、阪急バス） 

ポートライナー・六甲ライナー 

 ⑥ 負 担 金   1,933 百万円（平成 23 年度決算見込額） 

 ⑦ 交付形態   磁気カード（平成 25 年 4 月 1 日より IC 化予定） 

 ⑧ 交付枚数   90,330 枚（平成 23 年度交付実績） 

 ⑨ 交付方法   区役所等の窓口での交付 

※毎年 4月から更新交付、有効期限１年間
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（２）制度の沿革 

昭和 43. 5. 1 福祉乗車制度開始 
【対象者】身体障害者（第１種）、知的障害者、母子世帯、
被保護世帯、原爆被爆者 

【対象交通機関】市バス、市電 

昭和 43.11. 1 対象者拡大 【対象者】戦傷病者を追加 

昭和 46. 3.13 対象交通機関縮小 ※市電廃止に伴う対象交通機関縮小 

昭和 48.10. 1 対象交通機関拡大 
【対象交通機関】神姫バス、山陽バスを追加 
※特定の区の住民については、市バス乗車証か民バス（１
社限定）の回数券のいずれかを選択可能 

昭和 50.11. 1 対象者拡大 【対象者】失対労働者を追加 

昭和 53. 6. 1 対象者拡大 【対象者】身体障害者第１種を除く４級以上を追加 

昭和 54. 8. 1 対象者拡大 【対象者】母子家庭医療費受給世帯である母子世帯を追加 

昭和 60. 6.18 対象交通機関拡大 
【対象交通機関】市営地下鉄（学園都市～新神戸）を追加 
※市バス・地下鉄共通の乗車証 

平成 2. 2. 1 対象者拡大 【対象者】内部障害者である身体障害者を追加 

平成 2.10. 1 対象交通機関拡大 

【対象交通機関】神姫ゾーンバス、神鉄バス（神鉄運輸サ
ービスを含む）、神戸新交通（ポートライナー・六甲ライ
ナー）を追加 
※特定の区の住民は、市バス・地下鉄共通乗車証か民バ
ス・新交通のいずれか１社限定の回数券を選択可能 

平成 5. 4. 1 
全線共通パス方式導入 
対象交通機関拡大 

※対象交通機関が１枚の乗車証で利用可能 
【対象交通機関】阪神バス、阪急バスを追加 

平成 6. 4.30 対象者縮小 【対象者】失対労働者を除外 

平成 8.11. 1 対象者拡大 【対象者】精神障害者を追加 

平成 13. 7. 7 対象交通機関（路線）拡大 
【対象交通機関】市営地下鉄海岸線の開業に伴い、同路線
を対象路線として追加 

平成 16. 4. 1 対象者拡大 
【対象者】母子家庭医療費受給世帯である母子世帯以外の
世帯を追加（但し父子世帯を除く） 

平成 18. 2. 2 対象交通機関（路線）拡大 
【対象交通機関】神戸新交通（ポートライナー）の空港島
への延伸に伴い、同路線を対象路線として追加 

平成 20. 4. 1 対象者拡大 【対象者】中国残留邦人等世帯を追加 

平成 20. 8.27 対象者拡大 【対象者】被保護高齢者、中国残留邦人等高齢者を追加 
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（３）制度の実施状況 

  Ｈ5 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

交付枚数 

（枚） 
35,980 44,731 60,100 81,739 84,271 87,620 90,330 

指数 100 124 167 227 234 244 251 

負担金 

（百万円） 
1,559 1,690 1,773 1,870 1,887 1,907 1,933 

指数 100 108 114 120 121 122 124 

※ 指数は平成５年度を 100 とした場合の数値 
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２ 福祉乗車制度の問題点 

 

（１）交付枚数の増加に伴う財政負担の増大 

 対象交通機関（路線）及び対象者の拡大並びに社会状況の変化等に

よる対象者数の増加に伴って、福祉パスの交付枚数は年々増加してお

り、本市の財政負担が大きくなっている。 

 

（２）利用実績の把握が困難な点と不正使用の問題 

 現行の福祉パスは磁気カードであり、バスには券面の提示のみで乗

車できるため、平成 20 年にＩＣ化した敬老パスのように正確な利用

実績を把握することができない点やカラーコピー等による不正使用

が問題となっている。 

 そのことにより、交通事業者からは利用実績に応じた負担金の配分

及び不正使用に対する対策を強く求められている。 

 

（３）他都市との比較及び他の移動支援施策との関係の整理 

 政令指定都市の中で、被保護世帯を対象とした福祉乗車制度を実施

しているのは本市だけであり、母子世帯を対象としているのは本市を

含めて４都市（横浜、川崎、大阪、神戸）である。また、生活保護に

おける移送費等、他に利用できる移動支援施策もあり、各施策の関係

の整理が必要となっている。 
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（ 参 考 ） 

○ 神戸市事務事業外部評価における所見 

 福祉乗車制度に対しては、平成 16 年度に実施された神戸市事務事業

外部評価において、「事業の趣旨は認められるが、所得制限、有料化に

ついても検討すべき。また、不正使用に対する対策を徹底すべき。」と

の所見が付されている。 

 

○ 神戸市行財政改善懇談会における「受益と負担の最適化」の検討 

 神戸市行財政改善懇談会「受益と負担に関するワーキンググループ」

報告書（平成 19 年 6月）において、受益と負担の見直しの検討が必要

な事業例として福祉乗車制度が例示されており、また、平成 21 年度の

神戸市行財政改善懇談会においても、福祉乗車制度を含む市民サービ

ス（給付・助成等）について、「受益と負担の最適化」の観点から今後

見直しの検討が必要と指摘されている。 

 

○ 「神戸市行財政改革 2015」の推進 

 現在、市の財政状況は依然、厳しい状況であり、平成 23 年度から５

年間の行財政改革計画として「神戸市行財政改革 2015」を策定し、行

財政改革を断行しているところである。これらの取り組みのひとつと

して「事務事業の最適化」を掲げており、将来世代も含めた負担の公

平性等の観点を踏まえ、真に必要な市民サービスを将来にわたり提供

していくための受益と負担の一層の適正化が求められている。 
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３ 福祉乗車制度の今後のあり方について 

 

（１）制度の意義の再確認 

本制度は社会参加の促進等を目的として昭和43年に開始されたも

のであるが、制度発足後 44 年が経過する中で、情報化の進展をはじ

めとする社会状況の変化等により社会参加の定義や態様は多様化し

ており、本制度の果たす役割もそれに伴い変化してきているものと

考えられる。本制度の今後のあり方を検討するにあたっては、利用

者ニーズの実態把握を図るなど、本制度の今日的意義を再確認する

ことが重要である。 

 

（２）制度の持続可能性の確保 

本制度において、神戸市から交通事業者に対して支払われる負担

金は、平成 23 年度見込で約 19 億円に上り、財政的に持続可能であ

るかどうかが大きな問題となっている。本制度の今後のあり方を考

えるにあたっては、制度の持続可能性の観点から検討を行うことが

必要である。 

 

① 他の移動支援施策との関係の整理 

制度の持続可能性の観点からは、他の移動支援施策との関係を整

理し、無駄を省いていくことが必要である。また、他都市の状況等

も考慮する必要があるが、その際には、神戸市における本制度の経

緯や、本制度を取り巻く状況についても留意しながら検討すべきで

ある。 

 

② 所得制限及び受益者負担の検討 

本制度を安定的に維持、継続していくためには、所得制限や受益

者負担の導入についての検討が必要である。ただし、本制度におい

ては、対象者によって様々な生活状況が想定されることから、所得
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制限等の導入にあたっては、対象者ごとの利用実績等を十分検証し

た上で、整理して考える必要がある。 

 

③ 市民の理解と情報発信 

本制度を継続していくうえで、納税者である市民の理解を得るこ

とは不可欠である。制度の公平性を確保するとともに、本制度の内

容について、実施にかかる経費等を含め、広く市民に向けて情報発

信を行う必要がある。 

 

（３）対象者ごとの見直しの方向性 

  ① 身体障害者・知的障害者・精神障害者 

現行の神戸市の福祉乗車制度は、身体障害者等の社会参加の促進

と移動支援を行い、身体障害者等の福祉の増進に寄与することを目

的とする制度であり、現在、多くの政令指定都市等においても、同

様の制度を導入し、障害のある人の社会参加を推進するための有効

な施策となっている。 

ただ、対象となる身体障害者等への福祉パスの交付枚数は増加傾

向にあり、その利用の実態は分からない状況となっている。そのた

め、ＩＣ化により障害者の福祉パスの利用実績を把握し、移動がさ

まざまな形で制限される障害者の社会参加を推進するための施策

となっているか、引き続き検証していく必要があると考える。 

また、障害者を対象とした福祉乗車制度は、障害者の社会参加を

支えていくための施策であり、他都市を見ても所得制限や一部負担

を求めている例は少ない。しかし、障害者手帳交付者は増加傾向に

あり、財政的に制度を維持するために、所得制限や一部負担などに

ついては、将来的な課題として検討していく必要があると考える。 

なお、福祉乗車制度の他に、重度心身障害者タクシー利用券助成

や、他都市の一部で実施されている燃料費助成などの移動支援制度

があるが、これらを含めて、障害者の移動支援全体についての施策
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のあり方について、障害者の意見も聞き、さらに検討することが適

当である。 

 

  ② 母子世帯 

母子世帯については、経済的に厳しい家庭が多い中、移動支援策

として、また経済的支援策の一つとして福祉パスを交付してきた。

ただ、同様の制度を実施している政令指定都市は神戸市を含め４市

だけとなっている。また、現行の磁気カードではその利用実態の把

握ができず、具体的にどの程度活用されているかが不明である。 

そこで、制度の安定的な維持・継続のために、ＩＣ化することに

より、利用実績を把握した上で、母子支援施策全体における、移動

支援及び経済的支援としての福祉パスについて、一部負担等の導入

も含め、今後も継続して検討していく必要がある。 

なお、ひとり親支援施策として、福祉パスの交付対象に父子世帯

を含めることも検討すべきである。 

 

  ③ 被保護世帯 

生活保護受給世帯については、毎月支給されている保護費の範囲

内で、日常的な社会活動に要する交通費も含めて、通常予測される

生活需要を全て賄うべきものとされており、また、求職活動や通院

等経常的な保護費で交通費を賄いきれない特別な需要が生じたと

きには、別途「移送費」として対応可能な場合がある。このような

状況のもとで、福祉パスを支給することは、本来、保護費や移送費

で賄うべき交通費を、市の独自事業で重ねて負担していることにな

る。他の政令指定都市においても、生活保護受給世帯を対象とした

福祉乗車制度が実施されていないことからも、生活保護受給世帯に

ついては、福祉乗車制度の対象から除外することを検討すべきであ

る。なお、いわゆる引きこもり対策等については、他の施策の活用

等により、社会参加の促進に配慮していく必要がある。 



 

- 9 - 

 

  ④ 原爆被爆者・戦傷病者・中国残留邦人等世帯 

原爆被爆者、戦傷病者及び中国残留邦人等世帯については、先の

大戦により多くの負担を強いられた方々であることから、現時点に

おいて制度を見直す必要性は低いと考えられる。 

 

（４）ＩＣ化にあたっての留意事項 

利用実績の把握及び不正防止対策を目的として、平成 25 年 4月よ

り、福祉パスのＩＣ化を予定しているが、ＩＣ化にあたっては、（３）

で述べた「対象者ごとの見直しの方向性」など本検討会の意見を踏

まえて導入を図られたい。 

なお、導入にあたっては、特に以下の点について留意すべきであ

る。 

 

① 利用実績の活用 

ＩＣ化によって得られる利用実績を活用して、利用者ニーズの実

態把握を図るとともに、社会参加の促進等にかかる制度の効果の検

証や、利用実績に応じた交通事業者への負担金の配分等を行い、市

民及び交通事業者への説明責任を果たすよう努めるべきである。 

 

② 不正防止対策 

ＩＣ化にあたっては、不正防止対策を徹底し、できる限り不正の

起こしようがないシステムを構築すべきである。 

  

③ 利用者への配慮 

ＩＣ化によって、利用者にとって不便になることのないよう、特

に障害者の方について、十分な配慮が必要である。 
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４ 制度見直しにあたっての留意事項 

 

（１）社会参加の促進の確保 

本制度のあり方を検討する際には、すべて経済的なことに還元して

考えるだけではなく、本制度の果たしている「社会参加の促進」につ

いて看過してはいけない。 

 

（２）制度見直しの視点 

 財政負担の削減を一番の目的とするのではなく、まずはきめ細かい

福祉施策、無駄な行政コストの削減という観点から制度を見直すとい

う視点が第一であるべきである。 

 

（３）市民意見の聴取 

 本制度の見直しについては、利用者ニーズの実態把握を図るととも

に、利用者の意見や、納税者の意見など、広く市民の意見を踏まえて

検討すべきである。 

 

（４）利用者に対する啓発 

 本制度は、納税者として本制度を支える市民がいるからこそ実施で

きるものである。適正利用の促進の観点からも、利用者に対して、本

制度の仕組みや実態を知ってもらうことが必要である。 

 

（５）より効果的な施策の検討 

 本制度の目的のひとつである「移動支援」という観点からは、福祉

パスを交付するよりも効果的な方法が他にあるのではないか。制度の

有効性を絶えず検証しながら、限られた予算をより効果的な施策に向

けていくという考え方も必要である。 
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（12市）

あり

（2市）

なし
（1市）

（3市）

③ 生活保護世帯

④ 中国残留邦人等支援給付世帯

⑤ 原爆被爆者、戦傷病者

【政令市（20市）】

（2市）

制度なし 札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、川崎市、静岡市、
浜松市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、岡山市、
広島市、北九州市、福岡市、相模原市、熊本市（18市）

（18市）

制度なし 仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、新潟市、
堺市、岡山市、広島市、相模原市、熊本市　（10市）

（10市）

（1市）

制度なし 札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、川崎市、横浜市、静岡市、
浜松市、新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、岡山市、
広島市、北九州市、福岡市、相模原市、熊本市（19市）

（19市）

神戸市神戸市神戸市神戸市
制度あり

制度あり

① 障害者（身体・知的・精神）

（10市）

（4市）

制度なし
札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、浜松市、新潟市、
名古屋市、京都市、堺市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、
相模原市、熊本市　（16市）

（16市）

神戸市神戸市神戸市神戸市、札幌市、川崎市、横浜市、名古屋市、
京都市、浜松市、大阪市、北九州市※、福岡市（10市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※戦傷病者のみ

制度あり
神戸市神戸市神戸市神戸市、横浜市

なし　（10市）

他都市との比較について

② 母子世帯

制度あり

使用限度額（又は自己負担額）
なし　（3市） あり　（1市）

所
得
制
限

あり　（4市）

神戸市神戸市神戸市神戸市、川崎市、横浜市
　　　　（3市）

所
得
制
限

千葉市、さいたま市、新潟市、堺市、岡山市、相模原市　（6市）

なし
神戸市神戸市神戸市神戸市、札幌市、川崎市
横浜市、名古屋市、京都市
大阪市、北九州市、福岡市
　　　　（9市）

仙台市　（1市）

使用限度額（又は自己負担額）

静岡市※、浜松市
熊本市 （3市）
　　　　　　※精神障害者のみ

広島市　（1市）

大阪市※　（1市）
      　　　※半額負担

あり

制度あり

（14市）

制度なし

（6市）

 

１ 福祉乗車制度の他都市との比較 

１－１ 政令市（20 市） 

・ 
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（4市）

② 母子世帯、③ 生活保護世帯

④ 原爆被爆者、戦傷病者等

【近隣市（6市）】

（1市）

制度なし
尼崎市、西宮市、芦屋市、明石市、姫路市（5市）

（5市）

（4市）

制度あり
神戸市神戸市神戸市神戸市、尼崎市※（2市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※原爆被爆者のみ（2市）

制度なし
西宮市、芦屋市、明石市、姫路市（4市）

（4市）

制度あり
神戸市神戸市神戸市神戸市

① 障害者（身体・知的・精神）

制度あり

使用限度額（又は自己負担額）

なし　（4市） あり　

制度なし

西宮市、芦屋市　　（2市）

（2市）

所
得
制
限

な
し 神戸市神戸市神戸市神戸市、尼崎市、明石市、

姫路市　（4市）

あ
り

 

１－２ 近隣市（６市） 

・ 
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２－１ 身体障害者・知的障害者・精神障害者に対する福祉乗車証について 

 

１．交付状況 

○ 介護付乗車証…第１種身体障害者の方・知的障害者の方・精神障害者保健 

福祉手帳１級の方に交付 

単独用乗車証…第１種身体障害者を除く２級～４級の方、精神障害者保健 

福祉手帳２級～３級の方に交付 

○ 交付枚数（平成 24年 3月末現在） 

 身体 35,752枚  知的 8,302枚  精神   8,372枚 

  

２．対象者数の推移 

身体障害者及び知的障害者、精神障害者の方の交付枚数は以下のとおり増加傾向

にある。 

  Ｈ５ Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

身体障害者 

（枚） 
17,162 20,917 26,369 33,601 34,117 35,033 35,752 

知的障害者 

（枚） 
3,509 4,364 5,397 7,177 7,446 7,812 8,302 

精神障害者 

（枚） 
0※ 1,766 3,604 6,560 7,058 7,613 8,372 

  ※平成 8 年 11 月 1 日から精神障害者にも対象者拡大 

 

３．他の移動支援制度 

 （１）重度心身障害者タクシー利用券  

 ○ 趣旨 

   社会参加の促進を図るためタクシー乗車料金の一部を助成する。 

○ 対象者 

①下肢・体幹・移動機能、内部、視覚障害の１・２級の身体障害者手帳の交付

を受けている方 

②重度判定の療育手帳の交付を受けている方 

※いずれも福祉乗車証又は敬老優待乗車証の交付を受けている方は不可。 

○ 助成内容 

  タクシー券１枚当たり500円、１乗車につき最大３枚利用可。年間最大72枚。 
 
 
 
 
 
 
 

２ 身体障害者・知的障害者・精神障害者 
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（２）障害者手帳の提示による割引 

○対象者 

身体障害者手帳・療育手帳所持者 

   
○助成内容 

 手帳の提示により割引を受けることができる。 

※手帳の等級や各交通機関によって割引の内容は異なる。 
 

４．課題 

○ 障害者の社会参加への支援の一翼をになっているが、交付枚数は年々増加傾向

にある。 
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神戸 Ｓ４３年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

無 無

札幌 Ｓ46年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

無 無（対象者の
一部は使用限
度額有）

仙台 H元年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

本人の前年の所得が360
万4,000円（扶養親族等が
ある場合は１人につき38
万円を加算）以下

無

横浜 Ｓ４１年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳（Ａ１・Ｂ１）
精神障害者手帳

無 無

川崎 Ｓ４２年 手帳所持者 無 無（対象者の
一部は使用限
度額有）

静岡 H１５年 精神障害者手帳 無 6,000円

浜松 Ｓ５０年 手帳所持者 無 7,000円

名古屋 Ｓ４６年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

無 無

京都 Ｓ５０年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

無 無

大阪 Ｓ２６年 手帳所持者 無 無

広島 Ｈ５年 手帳所持者 本人の前年の所得が159
万5,000円（扶養親族等が
ある場合は１人につき38
万円を加算）以下

3,000円

北九州 Ｓ５４年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

無 無

福岡 Ｓ５６年 手帳所持者 無（対象者の一部は所得
制限有）

無（対象者の
一部は使用限
度額有）

熊本 Ｈ８年 身体障害者手帳１～３級
療育手帳
精神障害者手帳

無 5,000円

市バス
地下鉄
民営バス１社

民営バス２社
鉄道１社
ＪＲ

市バス
民営バス３社

市バス
地下鉄
民営バス１２社
横浜新都市交通(株)

鉄道１社
民営バス３社
地域バス

市バス
地下鉄
民営バス５社
神戸新交通㈱

都市名 使用限度額

地下鉄
民営バス３社
鉄道１社
ＪＲ等

市電
市バス
民営バス５社
鉄道１社

対象交通機関

市バス
地下鉄
名古屋ガイドウェイバス㈱

市バス
地下鉄
民営バス４社

市バス
地下鉄

開始
時期

対象者

地下鉄
市電
民営バス４社

市バス

所得制限

民営バス８社
ＪＲ等

 

２－２－１ 政令市（身体障害者・知的障害者・精神障害者） 

２－２ 他都市の概要 
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２－２－２ 近隣市（身体障害者・知的障害者・精神障害者） 

神戸 Ｓ４３年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

無 無

姫路 Ｈ２年 身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者手帳

無 無（対象者の
一部は使用限
度額有）

明石 Ｓ５９年 身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者手帳

無 無

尼崎 Ｓ４４年 身体障害者手帳１～４級
療育手帳
精神障害者手帳

無 無

所得制限都市名
開始
時期

使用限度額対象者対象交通機関

市バス
地下鉄
民営バス５社
神戸新交通
民営バス１社
ＪＲ
鉄道１社等

民営バス３社

市バス
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身体・知的・精神障害者について 
 

障害者の自立・社会参加を推進するために、多くの政令市が、福祉乗車制度を導入

し、障害のある人の社会参加を促す有効な施策となっている。 

 また、福祉乗車証は、障害者の社会参加の促進のために交付されているものである

ことから、所得制限を設けている政令市は少なく、一部の政令市での実施に限られて

いる。 

 

 

（障害者対象の福祉乗車証の他都市との比較について） 

福祉乗車制度 政令市名 

なし 

(12市) 

神戸市神戸市神戸市神戸市、札幌市、川崎市、横浜市、静岡市
＊１

 、 

浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、北九州市、

福岡市
＊２

 、熊本市 

制度あり 

 

(14市) 

所

得

制

限 
あり 

(2市) 
仙台市、広島市 

制度なし 

(６市) 
千葉市、さいたま市、新潟市、堺市、岡山市、相模原市 

＊１（静岡市）精神障害者に限る。 

 ＊２（福岡市）一部で所得制限が設けられている。 

  

  

  

 

２－３ 所得制限について（身体障害者・知的障害者・精神障害者） 
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２－４ 障害者施策制度一覧 

制　　度 内　　　容 所得制限 備　　考

福祉乗車証

市内に住んでいる障害者に、市バス・地下鉄などの対象交通機
関の共通乗車証（無料パス）を交付。
〔対象者〕
介護付福祉乗車証＝身体障害者(１種)、知的障害者、精神障害
者(１級)
単独福祉乗車証＝身体障害者(上記を除く１～４級)、精神障害者
(２～３級)

無

市バス・市営地下鉄の交通
費の割引

身体障害者手帳、療育手帳の提示で、市バス普通区、市営地下
鉄の普通券、回数券、定期券を割引で購入できる。

無

ポートライナー・六甲ライナー
の交通費の割引

身体障害者手帳、療育手帳の提示で、本人と介護者の普通券、
回数券、定期券を割引で購入できる。

無
単独利用の場合は普通
運賃。

ＪＲ／私鉄の交通費の割引
身体障害者手帳、療育手帳の提示で、本人と介護者の普通券、
回数券、定期券を割引で購入できる。

無
単独で普通券購入の場
合は片道100キロを超え
る場合に割引となる。

民営バスの交通費の割引
身体障害者手帳、療育手帳の提示で、本人と介護者の普通券、
回数券、定期券を割引で購入できる。

無
小児の場合は小児運賃
から更に割引。

有料道路通行料の割引

①身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転する場合、
②重度（１種のみ）の身体障害児・者または重度（１種のみ）の知
的障害児・者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運
転する場合
に50％割引。

無

タクシー利用助成

１枚500円のチケットを年間最大72枚交付している。なお障害者
割引後の乗車料金に応じて1乗車につき最大３枚まで使用でき
る。
〔対象者〕
視覚、下肢、体幹、移動機能、内部障害者で１・２級の身体障害
者、及び重度の知的障害者

無
福祉乗車証との併用不
可

自動車税・軽自動車税

①本人または当該障害者と生計を一にする者が所有し、本人が
運転するもの、または障害者と生計を一にする者がもっぱら障害
者の用に供する自動車・軽自動車
②障害者のみで構成される世帯の障害者が所有し、当該障害者
を常時介護する者が継続して日常的に運転し、もっぱら障害者の
用に供する自動車・軽自動車
に対して減免。

無

自動車税は減免額の限
度有
自動車⇒県税事務所
軽自動車⇒市税事務所

市立駐車場の割引

①市内在住の身体障害者手帳１～４級所持者で自らが運転する
自動車
②市内在住の重度障害者（身体障害者手帳１種、療育手帳Ａ判
定、精神障害者保健福祉手帳１級）が同乗する介護者運転の自
動車
で障害者用駐車券と手帳を提示することで対象の市立駐車場の
利用が３時間まで無料。

無

介護者とは当該障害者と
生計を一にする、もしくは
継続して日常的に介護し
ている者。

有料施設等の割引
身体障害者、知的障害者、精神障害者、特定疾病患者が施設等
へ入場する場合に、手帳、医療受給者証を窓口に提示することで
入場料を減免。

無
小磯記念美術館、王子
動物園、須磨海浜水族
園他16箇所。

ＮＨＫ放送受信料の減免

世帯構成員のいずれかが、障害者の手帳（身体障害者手帳、療
育手帳（または判定書）、精神障害者保健福祉手帳）のいずれか
を所持していて、世帯全員が市民税非課税の場合
⇒全額免除
視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で受信契約者の場合、
もしくは身体障害１・２級、知的障害Ａ、精神障害１級の者が世帯
主で受信契約者の場合
⇒半額免除

有
世帯全員が市民税非課
税の場合
⇒全額免除

自動車改造助成
肢体不自由で、１・２級の身体障害者に対して自己保有の自動車
の操向装置、駆動装置等を改造する経費を支給

有 限度額１０万円

住宅改修助成・貸付制度
身体障害者手帳所持者で施工前の訪問調査等により住宅改修
が必要であると認められた者に、住宅改修費の一部または全額
を助成・貸付。

有

・生計中心者（世帯構成
員の中で前年分の所得
金額が最も高い人）が給
与収入のみの人で前年
分の給与収入額が800万
円を超えない。
・生計中心者が給与収入
のみ以外の人で前年分
の所得金額が600万円を
超えない。  
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３－１ 母子世帯に対する福祉乗車証について 

 

１．交付状況 

○児童扶養手当や医療費助成を受けている母子家庭の世帯員のうち１人に交付 

○交付枚数（平成 24年 3月末現在）14,107枚 

 

２．対象者の推移 

  Ｈ5 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

母子世帯 

（枚） 
7,835 8,810 11,764 13,942 14,005 14,168 14,107 

 

３．他の移動支援制度 

○ＪＲ通勤定期割引制度（実施：昭和 43 年 4 月～） 

（１）内 容  ＪＲ通勤定期乗車券を３割引で購入できる制度 

（２）実施主体 ＪＲ 

（３）対象者  児童扶養手当受給世帯（父子家庭を含む）の世帯員 

 

４．課題 

・児童扶養手当・医療費助成は父子家庭も対象としているが、福祉パスにおいては対

象外となっている。 

・母子家庭は経済的に厳しい家庭が多く、福祉乗車証は経済的支援の一つとなってい

るが、同様の制度は他都市では少数派である。 

・利用実績を把握し、母子世帯の移動支援のあり方を検討していく必要がある。 

 

５．参考（母子家庭に対するその他の支援策） 

（１）経済的支援 

  ○児童扶養手当、母子家庭医療費助成 

  ○母子福祉資金、母子家庭自立支援教育訓練給付金事業、母子家庭高等技能訓練

促進費事業 等 

（２）自立促進 

  ○母子家庭等就業・自立支援センター事業 

  ○母子家庭等日常生活支援事業 等 

（３）住宅等の提供 

  ○公営住宅の優先入居、母子生活支援施設 

 

 

３ 母子世帯 
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神戸 Ｓ４３年 児童扶養手当を受給している世帯、神戸市母子家庭等医療
費の助成を受けている世帯、母子生活支援施設に入所してい
る世帯のうち父子世帯を除く世帯について、当該世帯のうち１
名に交付。

横浜 Ｓ４１年 児童扶養手当を受給している世帯、母子生活支援施設に入
所している世帯のうち１名に交付。

川崎 Ｓ４２年 児童扶養手当を受給している世帯に対し１枚交付。

大阪 Ｓ４７年 １８歳の誕生日以降、最初の３月３１日までの児童（政令で定め
る程度の障害の状態にある場合は、２０歳未満の児童）のいる
母子家庭等（父子世帯を除く）の世帯主に、割引証を交付。

市バス
地下鉄
民営バス５社
神戸新交通㈱

市バス
地下鉄
民営バス１２社
横浜新都市交通㈱

市バス

市バス
地下鉄

都市名 制　　　度　　　概　　　要
開始
時期

対象交通機関

 

３－２ 他都市の概要（母子世帯・政令市） 
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母子世帯について 
 
 母子世帯に対する福祉乗車証については、母子生活支援施設に入所している世帯、

児童扶養手当を受給している世帯、又は母子家庭等医療費助成を受けることができる

世帯を交付対象としているため、原則として児童扶養手当の所得制限額（※）以上の

所得がある世帯には交付されない。 

 

※児童扶養手当所得制限額（母子家庭等医療費助成の所得制限も同額） 

所得限度額 

扶養親族等の数 
受給資格者 

（母、父または養育者） 
扶養義務者 

０人 １９２万円 ２３６万円 

１人 ２３０万円 ２７４万円 

２人 ２６８万円 ３１２万円 

３人 ３０６万円 ３５０万円 

所得制限額への加算額 

（１）受給資格者（母、父または養育者）の場合 

   老人控除対象配偶者・老人扶養親族１人につき１０万円 

   特定扶養親族（16～22歳）１人につき１５万円 

（２）扶養義務者の場合 

   老人扶養親族１人につき６万円（ただし、扶養親族がすべて 70歳以上の 

  ときは１人を除く） 

 

児童扶養手当受給世帯数（平成 24年 3月末） 

１３，２５８世帯（母子１２，７４４世帯、父子４７８世帯、養育者３６世帯） 

 

（母子世帯対象の福祉乗車証の他都市との比較について） 

福祉乗車制度 政令市名 

なし 

(1市) 

大阪市※ 

         ※半額負担 
制度あり 

 

(４市) 

所

得

制

限 

あり 

(3市) 
神戸市、川崎市、横浜市 

制度なし 

(16市) 

札幌市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、浜松市、新潟

市、名古屋市、京都市、堺市、岡山市、広島市、北九州市、福

岡市、相模原市、熊本市 

 

 

 

３－３ 所得制限について（母子世帯） 



 

- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母子家庭施策・父子家庭施策制度について

制　　度 内　　容 母子家庭 父子家庭 所得制限

福祉乗車証
・母子家庭の世帯員のうち一
人に市営バス・地下鉄等の無
料乗車証を交付。

○ ×
有

(児童扶養手当の所得制限)

ＪＲ通勤定期券の
特別割引

・ＪＲ通勤定期券が割引で購
入できる。
・児童扶養手当受給世帯の世
帯員が対象。

○ ○ 有
(児童扶養手当の所得制限)

児童扶養手当
・父(母)と生計をともにできな
い１８歳未満の児童を養育し
ている母(父)等に支給。

○ ○ 有

母子家庭自立支
援教育訓練給付
金事業

・教育訓練講座の受講に要し
た経費の2割相当額を受講修
了後に支給。

○ ×
有

(児童扶養手当受給程度の所得)

母子家庭高等技
能訓練促進費事
業

・特定の資格取得のため２年
以上養成機関で修業する場
合、訓練促進費を支給。

○ ×
有

(児童扶養手当受給程度の所得)

母子家庭等就
業・自立支援セン
ター事業

・就業相談、就職準備セミ
ナー、就職情報提供など一貫
した就業支援サービスを実
施。

○ ×
                    一部有
「福祉から就労支援」事業のみ児童
扶養手当の所得制限。

母子生活支援施
設

・18歳未満の児童を養育する
住宅や生活上の問題を抱える
母子家庭を入所

○ ×
・利用については所得制限無
・所得に応じて徴収金を賦課

市営住宅優先入
居

・抽選倍率の優遇措置。
・母子・父子世帯向市営住宅
の募集。

○ ○ 有

母子家庭等日常
生活支援事業

・一時的に日常生活を営むの
に支障が生じた場合、家事援
助や保育サービスを実施。

○ ○
・利用料について、生活保護世帯・
市県民税非課税世帯の場合、減免
有

子育てリフレッ
シュステイ事業の
利用料減免

・病気等で困っているとき、リフ
レッシュしたいときなどに、施
設にて子どもを預かる。
・母子家庭、父子家庭は利用
料の減免あり。

○ ○
・利用については所得制限無
・利用料について、利用事由・世帯
状況に応じて異なる.

母子家庭等医療
費助成

・健康保険の自己負担分を助
成する制度。

○ ○
有

(児童扶養手当の所得制限)

母子福祉資金貸
付

・修学・就学支度・住宅・転居
等１２種類の貸付
・父子家庭については修学・就
学支度・就業・就職支度の４種
類

○
○

（4種類の
み）

無

 

 

３－４ 母子家庭施策・父子家庭施策制度一覧 

。 

。 

。 
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４－１ 生活保護世帯に対する福祉乗車証について 

 

１．交付状況 

○ 生活保護世帯には、１世帯に１枚交付。 

○ 交付枚数（平成 24年 3月末現在） 

 生活保護：15,245枚 生活保護(70歳以上)：7,441枚  

 

２．対象者数の推移 

生活保護受給世帯の増加に伴い、交付枚数も増加している。 

  Ｈ5 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

生活保護 

（枚） 
5,866 7,260 11,497 12,430 13,629 14,787 15,245 

生活保護 

（70 歳以上） 

（枚） 

― ― ― 6,708 6,762 7,031 7,441 

 

３．他の移動支援制度 

① 求職活動の交通費・・・生活扶助の移送費 

 通勤費用については、勤労収入より必要経費として控除 

② 通院交通費・・・医療扶助の移送費 

③ その他日常的な社会活動に要する交通費は、基準生活費により賄う。 

 

４．課題  

生活保護制度における移送費等、他に利用できる移動支援施策もあり、他都市の

状況も踏まえ、各施策との関係の整理が必要となっている。 

 

４ 生活保護世帯・中国残留邦人等世帯 
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４－２ 中国残留邦人等支援給付世帯に対する福祉乗車証について 

 

１．交付状況 

○ 支援給付世帯には、１世帯に１枚交付。 

○ 交付枚数（平成 24年 3月末現在） 

 45枚（うち 70歳以上 30枚） 

 

２．対象者数の推移 

  Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

支援給付世帯 

（枚） 
11 13 13 15 

支援給付 70 歳以上 

（枚） 
34 34 33 30 

 

３．他の移動支援制度 

① 求職活動の交通費・・・生活支援給付の移送費 

 通勤費用については、勤労収入より必要経費として控除 

② 通院交通費・・・医療支援給付の移送費 

③ その他日常的な社会活動に要する交通費は、基準生活費により賄う。 

 

４．課題 

支援給付制度における移送費等、他に利用できる移動支援施策もあり、他都市の

状況も踏まえ、各施策との関係の整理が必要となっている。 
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４－３ 生活保護、中国残留邦人等支援給付制度における交通費の考え方 

 

 保護の基準は、要保護者の衣食等月々の経常的な最低生活需要の全てを満たすため

の費用として認定するものであり、被保護者は、毎月支給される保護費の範囲内にお

いて、通常予測される生活需要は全て賄うべきものとされている。中国残留邦人等支

援給付も生活保護に準じた取扱いとなる。 

 日常的な社会活動に要する交通費
＊１

 は、月々の保護費で全て賄うべきものであるが、

熱心に求職活動を行った場合
＊２

 や病気療養上交通機関による通院を要する場合
＊３

 等

において交通費を要する場合は一時扶助による対応が可能である。 

 

 

＊１（日常的な交通費） 

 日常的な社会活動に要する交通費は、毎月支給される保護費の範囲内において、

通常予測される生活需要として賄うべきものである。 

 

＊２（求職活動等） 

被保護者が福祉事務所の指示又は指導を受けて就職手続き等のために熱心かつ誠

実に努力した場合は、生活扶助移送費として必要最小限度の交通費等を支給するこ

とができる。 

 

＊３（通院等） 

被保護者が医療機関に電車・バス等により受診する場合で、当該受診に係る交通

費が必要な場合は、医療扶助移送費として必要最小限度の交通費を支給することが

できる。ただし、原則として要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機

関に限る。 
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４－４ 生活保護及び中国残留邦人等支援給付の基準について 

 

○ 生活保護の基準 

【扶助の種類】 

１． 生活扶助…衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの。 

     経常的な生活費のほか、移送費などの一時扶助がある。 

２． 住宅扶助…家賃、地代等。 

３． 教育扶助…義務教育に伴って必要な費用。 

４． 医療扶助…医療費を現物で支給するほか、通院等のための移送の給付 

がある。 

５． 介護扶助…要介護者の介護サービス費を現物で支給する。 

６． 出産扶助…分娩のための費用。 

７． 生業扶助…技能修得のための費用、高等学校就学費等。 

８． 葬祭扶助…火葬等のための費用。 

【標準的な事例】 

 

３３歳男 

２９歳女 

４歳子 

４０歳単身 ７０歳単身 

生活扶助 １７２，１６７円 ８４，９８７円 ７７，０５７円 

住宅扶助 ５５，３００円 ４２，５００円 ４２，５００円 

計 ２２７，４６７円 １２７，４８７円 １１９，５５７円 

※ 平成 24年度基準に基づく金額。 

※ 住宅扶助費は上記金額の範囲内の実費。 

 

○中国残留邦人等支援給付の基準 

支援給付の実施については生活保護法の規定の例によるとされており、その基準は

上記の生活保護基準に老齢基礎年金の月額（６５，５４１円）を加えた額となる。支

援給付は、特定中国残留邦人等（昭和 21年 12月 31日以前に出生していること等の

要件あり。）及びその配偶者が対象。 

【標準的な事例】 

 ７０歳と６５歳の夫婦 ７０歳単身 

生活支援給付 １１８，１７６円 ７７，０５７円 

住宅支援給付 ５５，３００円 ４２，５００円 

（基礎年金額） ６５，５４１円 ６５，５４１円 

計 ２３９，０１７円 １８５，０９８円 

※ 平成 24年度基準に基づく金額。 

※ 住宅支援給付は上記金額の範囲内の実費。 
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５－１ 原爆被爆者・戦傷病者に対する福祉乗車証について 

 

１．交付状況 

○ 被爆者手帳又は戦傷病者手帳を所持している方に対し福祉乗車証を交付。 

○ 交付枚数（平成 24年 3月末現在） 

 原爆被爆者：1,011枚  戦傷病者：55枚   

 

２．対象者数の推移 

原爆被爆者及び戦傷病者の方の高齢化が進んでおり、交付枚数は以下のとおり減

少傾向にある。 

  Ｈ5 Ｈ10 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

原爆被爆者 

（枚） 
1,315 1,260 1,251 1,168 1,113 1,057 1,011 

戦傷病者 

（枚） 
185 354※ 218 108 94 73 55 

  ※H６年度に敬老パスの交付について一部有償交付制度を導入したことにより、敬老パスから福

祉パスへ対象者の移動があったため、H５年度から H１０年度にかけて増加している。 

 

３．他の移動支援制度 

  原爆被爆者：他の移動支援制度は無い。 

  戦傷病者 ：戦傷病者特別援護法に基づき、障害の程度により、一定回数 JR乗

車船が無賃扱いになる制度がある。但し、使用について片道 100キ

ロを越える区間に限られるなど、日常の移動支援制度ではない。 

 

４．課題 

  対象者の高齢化が進んでおり、利用実績を把握のうえ検討していく必要がある。 

 

５ 原爆被爆者・戦傷病者 
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５－２ 原爆被爆者・戦傷病者について 

 

１．原爆被爆者 

 被爆者手帳は被爆者援護法に定める被爆者に対して昭和３２年４月より交付さ

れている。 

 被爆者には、原子爆弾が投下された昭和２０年８月に直接被爆した方の他、救

護・医療活動等のために広島・長崎に入市した方、身体に原子爆弾の放射能に影響

を受けるような事情があった方、及びこれらの方の胎児であった方が含まれる。 

 

２．戦傷病者 

 戦傷病者手帳は昭和３８年８月に制定された戦傷病者特別援護法により、軍人軍

属等であった方が、公務上（勤務に関連する場合を含む）傷病にかかり、今なお一

定程度以上の障害を有する場合や療養の必要がある場合に交付されている。 

  

 軍人、軍属等：戦争当時に陸海軍の軍人であった方、戦地勤務の陸海軍部内の雇人、

国家総動員法関係者（動員学徒等）、戦闘参加者など 
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神戸市福祉乗車制度のあり方検討会開催要綱 

 

平成 24年 5月 15日  

保健福祉局長決定 

（趣旨） 

第１条 神戸市福祉乗車制度の今後のあり方について，専門的な見地及び市民の立場から幅広く

意見を求めることを目的として，神戸市福祉乗車制度のあり方検討会（以下，「検討会」という。）

を開催する。 

 

（委員） 

第２条 委員は，市民代表及び有識者のうちから保健福祉局長が委嘱する。 

２ 前項の規定により委嘱する委員の人数は，15名以内とする。 

３ 委員の任期は，平成 25年３月 31日までとし，再任は妨げないものとする。 

 

（会長及び副会長の指名等） 

第３条 保健福祉局長は，委員の中から会長及び副会長を指名する。 

２ 会長は，会議の進行をつかさどる。 

３ 副会長は，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，前項の職務を代行する。 

 

（会議の公開） 

第４条 検討会は，これを公開とする。ただし，次のいずれかに該当する場合で，保健福祉局長

が公開しないと決めたときは，この限りでない。 

(1) 神戸市情報公開条例（平成 13年神戸市条例第 29条）第 10条各号に該当すると認められる情

報について意見交換を行う場合 

(2) 検討会を公開することにより公正かつ円滑な会議の進行が著しく損なわれると認められる場

合 

２ 検討会の傍聴に関して必要な事項は，保健福祉局高齢福祉部長が別に定める。 

 

（守秘義務） 

第５条 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第６条 検討会の庶務は，保健福祉局高齢福祉部高齢福祉課において処理する。 

 

（施行細目の委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，検討会の開催に必要な事項は，保健福祉局高齢福祉部長

が定める。 

 

   附 則（平成 24年 5月 15日決裁） 

この要綱は，平成 24年 6月 7日より施行する。 
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神 戸 市 福 祉 乗 車 証 交 付 要 綱  

（目的） 

第 1 条 この要綱は、身体障害者等に福祉乗車証（以下「乗車証」といい、第５条第２項の

「通行証」を含むものとする。）を交付することにより、身体障害者等の社会参加の促進と

移動支援を行い、もって身体障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（対象者） 

第 2条 乗車証の交付を受けることのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ神戸市内に

住所を有する者とする。 

(1)身体障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けており、当該身体障害者手帳に「第１種」又は「１

級」から「４級」のいずれかが表示されている身体障害者。 

(2)知的障害者 児童相談所、知的障害者更生相談所又は障害者更生相談所において知的

障害者と判定され判定書の交付を受けた者、又は療育手帳の交付を受けている知的障害

者。 

(3)精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者。 

(4)母子世帯 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２３条の規定により、母子生

活支援施設に入所している世帯、又は児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第

４条第１項の規定により、児童扶養手当を受給している世帯、又は神戸市母子家庭等医

療費の助成に関する条例（昭和５４年条例第７３号）第３条の規定により医療費の助成

を受けることができる世帯のうち、父子世帯を除く世帯。 

(5)被保護世帯 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９条第１項の規定により

保護を受けている被保護世帯。ただし、次号に該当する者は除く。 

(6)被保護高齢者 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９条第１項の規定によ

り保護を受けている満７０歳以上の者。 

(7)原爆被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）

第２条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者。 

(8)戦傷病者 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦

傷病者手帳の交付を受けている戦傷病者。 

(9)中国残留邦人等世帯 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第３０号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（平成８年政令第１８号）による支援給付

を受けている被支援世帯。ただし、次号に該当する者は除く。 

(10) 中国残留邦人等高齢者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（平成８年政令第１８号）による支援

給付を受けている満７０歳以上の者。 

2 前項第４号、第５号及び第９号に掲げる世帯については、世帯のうち一名を交付対象者と

する。 
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（対象交通機関等） 

第 3条 乗車証で乗車できる対象交通機関及び通用区間は、別に定めるところによる。 

（乗車証の交付申請） 

第 4 条 第２条第１項第１号から第６号及び同条同項第９号から第１０号の対象者で、乗車

証の交付を受けようとする者は、所轄の区保健福祉部長あてに申請書を提出しなければなら

ない。 

2 第２条第１項第７号及び第８号の対象者で、乗車証の交付を受けようとする者は、保健福

祉局長あてに申請書を提出しなければならない。 

3 第１項及び第２項の場合、身体障害者は身体障害者手帳を、知的障害者は判定書あるいは

療育手帳を、精神障害者は精神障害者保健福祉手帳を、母子生活支援施設入所者は施設長の

発行する入所証明書を、児童扶養手当受給者世帯は児童扶養手当証書を、母子家庭等医療費

の助成を受けている者は母子家庭等医療費受給者証を、戦傷病者は戦傷病者手帳を、原爆被

爆者は被爆者健康手帳を、中国残留邦人等世帯及び中国残留邦人等高齢者は本人確認証又は

適用証明書をそれぞれ申請書に添付し、又は申請時に呈示しなければならない。但し、保健

福祉局長、区保健福祉部長（以下「交付権者」と言う。）が自ら確認できる場合は、この限

りではない。 

（乗車証の交付） 

第 5 条 申請書を受理した交付権者は、証票書類等を検討審査し、乗車証が必要と認められ

る者に対してのみ交付するものとする。 

2 乗車証は、身体障害者のうち第１種の者、精神障害者のうち１級の者及び知的障害者につ

いては介護付乗車証とし、これ以外の者については単独乗車証とする。 

また、介護付乗車証については、併せて、介護のために同乗する介護者が機械式改札機を

通行するための通行証を交付する。 

（乗車証の更新） 

第 6 条 乗車証の有効期限は一年以下とし、有効期間満了前に、旧乗車証と引換えに乗車証

を更新して交付するものとする。 

（再交付） 

第 7 条 乗車証の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、乗車証の再交付がで

きるものとする。 

(1)火災・風水害により乗車証を焼失等し、り災証明書の提出があるとき。 

(2)乗車証の盗難に遭い、又は紛失し、警察への被害届、又は遺失届があるとき。 

(3)知的障害者が乗車証を紛失したとき。 

2 前項の規定により再交付を受けようとする者は、再交付申請書を提出しなければならない。 

（交付対象者の変更） 

第 8 条 区保健福祉部長は、第２条第４号、第５号及び第９号により交付した乗車証につい

て、世帯や生活状況の変動により相応の事由が存する場合、第２条第２項の交付対象者を

世帯のうちの他の者に変更することができる。 

（乗車証の返還） 

第 9 条 交付権者は、次の各号の一に該当する事実を認めたときは、乗車証の交付を受けた

者又はその代理人に対して乗車証の返還を求めなければならない。 

(1)乗車証の交付を受けた者が死亡し、又は対象者でなくなったとき。 
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(2)乗車証が汚損し、記載事項が不明になったとき。 

(3)第１０条の規定により乗車証が無効になったとき。 

(4)第１１条の規定に抵触するとき。 

(5)その他乗車証が不用になったとき。 

（乗車証の無効及び交付停止） 

第 10条 交付権者は、次の各号の一に該当する事実を認めたときは、乗車証を無効とすると

ともに乗車証の交付を受けた者及び当該事実に関する者に対して乗車証の交付を停止する

ことができる。 

(1)不実の申請により乗車証の交付を受けたとき。 

(2)乗車証を不正に使用した又は使用させたとき。 

(3)不正な使用のため、乗車証を改ざん・複製したとき。 

(4)不正な使用のため、乗車証（複製を含む。）を交付を受けた者以外の者が所持した又は所

持させたとき。 

(5)第９条の規定により乗車証の返還の求めに応じないとき。 

2 第１１条に定める同種の乗車券等又は類似の制度について前項に規定する事実又はこれ

に類する事実により交付停止・適用除外等を受けている者に対しては、乗車証の交付を停止

する。 

（重複交付の禁止） 

第 11 条 条例、規則及びその他要綱に基づいて乗車証と同種の乗車券等の交付を受ける者、

又は類似の制度の適用を受ける者については、別に定める優先順位に従い交付を行うこと

とし、同一人に対して重複して交付しないものとする。 

（申請書の整理、保管） 

第 12条 交付権者は、申請書等関係書類を整理し、保管しなければならない。 

2 交付権者は、福祉乗車証交付状況報告書等により乗車証の受払を明らかにしなければなら

ない。 

（交付状況の報告） 

第 13条 交付権者は、毎月の交付状況を、交付状況報告書により、翌月の１０日までに保健

福祉局長あてに報告するものとする。 

（施行の細目） 

第 14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年８月２７日から実施する。 

（関連要綱の廃止） 

２ この要綱の施行に伴い、神戸市福祉乗車証交付要綱（平成２０年４月１日実施）は廃止

する。 
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神戸市福祉乗車制度のあり方検討会 委員名簿 

 

◎会長 〇副会長 

（順不同、敬称略） 

＜委 員＞ 

（有識者） 

◎ 伊多波良雄 同志社大学 経済学部教授 

〇 森 津 秀 夫 流通科学大学 総合政策学部教授 

  石 田 易 司 桃山学院大学 社会学部教授 

  上 村 敏 之 関西学院大学 経済学部教授 

  神 原 文 子 神戸学院大学 人文学部教授 

  津 田 英 二 神戸大学大学院 人間発達環境学研究科准教授 

  梁 英 子 弁護士 

 

（市民代表等） 

  井上智津子 西区連合婦人会 会長 

  岩佐光一朗 神戸市自治会連絡協議会 会長 

  江 本 幸 仁 神戸新聞厚生事業団 理事長 

  坂本津留代 NPO法人ニューいぶき 理事長 

 

 

※ 役職は就任時 
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神戸市福祉乗車制度のあり方検討会 審議経過 

 

第１回検討会（平成 24 年６月７日） 

 〇 福祉乗車制度の概要 

・福祉乗車制度の概要 

・他都市との比較について 

 〇 福祉乗車制度の問題点 

 〇 対象者ごとの現状と課題 

・身体障害者・知的障害者・精神障害者 

・母子世帯 

・被保護世帯・被保護高齢者 

・原爆被爆者・戦傷病者 

・中国残留邦人等世帯・中国残留邦人等高齢者 

 

第２回検討会（平成 24 年７月 18 日） 

 〇 対象者ごとの見直しの方向性について 

・身体障害者・知的障害者・精神障害者 

・母子世帯 

・被保護世帯・中国残留邦人等世帯 

・原爆被爆者・戦傷病者 

 

第３回検討会（平成 24 年８月２日） 

 〇 神戸市福祉乗車制度のあり方検討会報告書（案）について 

 

 

 


